
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
下関市発電施設建設ナビ 

～ 行政窓口のご案内 ～ 

改訂版 

（令和５年６月） 

下関市環境部環境政策課 



この「下関市発電施設建設ナビ」は、下関市内で発電施設の建設をご検討の

方にご活用いただくことを目的として、発電施設を建設する際に必要となる主

な行政手続や、相談窓口についてまとめています。 

 本建設ナビに掲載したもの以外にも手続が必要な場合がありますので、経済

産業省資源エネルギー庁発行の「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」

等を併せてご確認ください。 
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